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Ⅰ は じ め に

最適な報酬制度を設計することは企業の人事担

当者にとって最大の課題である｡ と同時に, 人事

の経済学においてもそれは研究課題の中心である｡

乱暴な言い方をすれば, 最適な報酬制度は企業

の利潤最大化を満たすと同時に, 当該企業で働く

労働者に労働インセンティブを与える｡ 企業が労

働者に対して彼／彼女のパフォーマンスと独立に

報酬を支払うようであれば, 労働者は企業の目標

や利益のための行動をしなくなるかもしれない｡

企業と労働者の間で情報が非対称である場合, 完

全な固定給制度だけではモラルハザード問題が引

き起こされる｡

ところで, 日本の企業は, 大企業を中心に, 90

年代半ば以降からいわゆる成果主義的な賃金体系

を導入してきた｡ 日本経済新聞社が発行する朝夕

刊 4紙によれば, 企業による成果主義的賃金制度

の導入は 2000 年以降に活発になる傾向がわかる

(表 1)｡

ちょうど時を同じくして, マスコミを中心に

｢成果主義｣ については幾多の議論がなされてお

り, さまざまな角度から成果主義の問題点が指摘

されていた｡ ただしこれらの議論は, 成果主義が

企業の人的資源管理に導入されたことが職場環境

や労働環境にどのような影響を与えたかに関して

のものが多い｡

たしかにそれらの問題は人々の興味を惹く問題

であるかもしれないが, しかし企業が成果主義を

導入した背景や導入前後の職場や労働の変化をつ

ぶさに検討しなければ, 成果主義の功罪を明らか

にすることにはならない｡ 本稿では, 経済学で議

論されているインセンティブ理論をもとにして成
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この稿は, 最近の日本企業に普及著しい ｢成果主義｣ の導入理由とその功罪について考え

た｡ 人事の経済学によれば, 従来の ｢職能資格制度｣ は, 年功とともに報酬が高まるある

種の固定報酬制度であり, モラルハザード問題が生じる可能性がある｡ 一方 ｢成果主義｣

には, モラルハザード問題を理論的には解決できるものの, 現実には非負報酬の制約や多

数のリスク回避的な労働者の存在, 柔軟な労働市場の欠如, あるいは評価方法の問題, な

どで First Best な報酬体系ではなくなるという問題がある｡ ｢成果主義｣ にも問題が存在

するにもかかわらず, 日本企業でそれが普及してきた背景には, 労務費の高騰という経営

問題だけでなく, 技術進歩やコーポレート・ガバナンスが変化してきたことも関係してい

る｡ そして, そこには ｢能力主義｣ が破綻したという積極的な理由はあまりなかったので

はないかと推察される｡ ｢成果主義｣ を導入されたという意識を労働者に与えることで,

労働者の働き方を見直させる契機になったのではないだろうか｡

特集●成果主義を検証する

成果主義導入の背景とその功罪

阿部 正浩
(獨協大学助教授)



果主義のメリットとデメリットを説明すると同時

に, 成果主義導入の背景をいくつかの角度から検

討し, そのうえで成果主義の功罪を考えてみたい｡

Ⅱ 成果主義的な報酬体系のメリットと
デメリット

最適な報酬体系とは, いったいどういうものか｡

人事の経済学では, プリンシパル =エージェント

理論を基にしてこの問題に接近している｡ 企業は,

組織に所属する労働者の行動を組織の目標に向か

わせるように調和させる必要がある｡ 調和させる

ためには, 企業と労働者との間の情報伝達がスムー

ズで, かつ労働者への動機づけをすることが必要

である｡ 情報伝達に関して経済学は, 市場が完全

である場合には価格を媒介として情報は完全であ

ると考える｡ しかし, 現実の労働市場では価格を

媒介とした情報伝達は困難であり, 企業と従業員

の間には情報の非対称性問題が横たわっている｡

したがって企業は, 組織目標に沿った行動を労働

者にとらせるための工夫をしておく必要がある｡

そうするための仕組みをインセンティブとよび,

最適な報酬制度にはインセンティブが内在してい

なければならない｡

1 最適報酬体系の導出1)

人事の経済学では,

������ (1)

を用いて企業の報酬体系を議論する｡ (1)式の左

辺�は労働者に支払われる賃金であり, 右辺の

�は企業が観察することができる労働者の

Output である2)｡ また, �と�は係数である｡

ところで, 労働者はOutput �を生産するため

に努力をする｡ 努力水準 �が高いほど生産物 �

の産出水準は高まるが, �だけが�の水準を決め

るわけではない｡ ｢運｣ �にも依存している｡ こ

の ｢運｣ を具体的に次のような例で説明しよう｡

ある自動車販売会社を考える｡ この会社の労働者

は自動車を一台でも多く販売するためには, 一所

懸命に働かなければならない｡ とはいえ自動車販

売台数は, この労働者がどれだけ一所懸命に働い

たかにも影響されるが, それ以外にも顧客の自動

車に対する需要の強さなども同時に影響する｡ 顧

客の自動車に対する需要の強さには景気動向や顧

客の嗜好などが影響し, それらの要因は労働者の

努力とは無関係に決定する｡ つまり, ある月の自

動車販売量�は, 労働者の努力水準�と顧客の

需要の強さなどの努力以外の ｢運｣ �に依存する｡

したがって,

�� ��� (2)

ここで, �は労働者の努力水準であり, �は労

働者の Output に影響する努力以外の要素 ｢運｣

であり, 平均 0(E(�)＝0) で分散�である確率変

数である｡ (2)式は, したがって, 労働者の努力

水準が高くなれば, 平均 Output �も高まるが,

Output には ｢運｣ も確率的に影響するというこ

とを意味する｡

(1)式と(2)式により,

���������� (3)

で, この期待値は, E(�)＝ 0 であるから,

�
�
����� (3)�

となる｡ (3)と(3)�式を比較すると, 賃金�は努

力水準�だけでなく ｢運｣ �にも依存するが, 平

均賃金 (賃金の期待値) �
�は努力水準のみに依存

するということである｡ これは, ある月の賃金は

｢運｣ によって高給になるかもしれないが, 平均

すると労働者の努力水準のみが賃金を決定するこ

とになるということを意味している｡

(1)式において, �と�という係数がどういう

値になるかで成果主義的な賃金制度かどうかが決

定する｡ もし�が正で�が 0 であれば, 労働者
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表 1 成果主義に関する新聞記事の数 (日経 4
紙, 朝夕刊の合計)

年 記事の数 年 記事の数

1995 年 2 2000 年 32

1996 年 5 2001 年 38

1997 年 25 2002 年 25

1998 年 17 2003 年 56

1999 年 34 2004 年* 12

注：2004 年は 1～2月分



に支払われる賃金は労働者の成果とは関係がなく,

いつでも�が支払われるという固定的な報酬制

度ということになる｡ もし�が正であれば, 労

働者に支払われる賃金は労働者の Output にも応

じて支払われることになり, 変動的な報酬制度と

いうことになる｡

上でも述べたように, 最適な報酬体系は企業の

利潤極大化だけでなく, 労働者の労働インセンティ

ブを高めるような制度でなければならない｡ 労働

者は高い賃金報酬を好むが, 同時に努力をするこ

とは好まない｡ 労働者はリスク中立的であると仮

定して, 彼／彼女の賃金報酬-努力に関する効用

関数を次のように定義する｡

���
�
���� �

�
��

�
�

�
(4)

ここで, �は労働者が努力することをどの程度

好まないかを示す係数である3)｡

一方, 企業は 1人の労働者を雇い, 労務コスト

以外のコストはないと仮定する｡ この企業の経営

目標は (期待) 利潤�を最大化することである｡

すなわち,

����� �������
�

���������
(5)

なお, �は生産物価格であり, ���は生産物

一単位あたり利潤を示す｡

このとき, 労働者はどのように努力水準を決定

するだろうか｡

�	������
�
���� �

�
��

�
�

�
�	
	 �

�
�����

を解くと, 労働者の最適な努力水準が得られる｡

すなわち,

���
�

�
(6)

である｡ これは, ①労働者に一所懸命働かせるた

めには, インセンティブが必要であり, ②�� �

のときに労働者の努力水準は最大になる, という

ことを意味している4)｡ なお, (6)式は企業が労働

者に効率的な労働インセンティブを与えるための

条件でもあり, インセンティブ制約 (Incentive

Compatibility Constraint) と呼ばれる｡

では, 労働者はこの報酬体系を提示する企業の

下で働くことを選択するかどうか｡ 人事の経済学

でなされる最適報酬体系の議論では, 労働市場は

柔軟であり, 労働者は常に Outside Option をも

つ, すなわちいつでも転職できることを前提とし

ている｡ もし労働者がこの企業で働くのであれば,

彼／彼女の効用水準は,

���
�
�����������

��
�

�
(7)

である｡ ただし, (7)式は(6)式を満たしている｡

このときの効用水準が Outside Option で得られ

る効用水準
以上のときにのみ, 彼／彼女はこ

の企業で働くことを選択するはずである｡ 即ち,

���
�
��������	 
 (8)

ここで

�
�
�������������

�
�

�

だから, (8)式は,

��
�
�

��
	 
 (8)�

であり,これを参加制約 (Participation Constraint)

と呼ぶ｡

上記のインセンティブ制約と参加制約の下で,

企業は�と�の値を決めることになる｡ ところ

で, 参加制約は労働者の効用水準が少なくとも

Outside Option で得られる効用以上であればこ

の企業で働くのであるから, 企業は�の水準を

�� 
�
�
�

��

とすればよい｡ すると(5)式は,

��������������

������
�

�
�

�
��

�

�
�

��

�
��

�
��

�
�
�

�
�

�� (5)�

企業は(5)式を最大にするように�を決定すれば

よいから,

�	��(�)

を解く｡ すると,
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�� � (9)

となる｡ つまり, 企業は �の値を生産物価格 �

に一致させるようにすればよい｡

したがって, 企業の最適な報酬体系は,

�� ��
�
�

��
(10)

�� �

となる｡ そして, 労働者は効用水準が Outside

Option で得られるのと等しい効用水準で働くこ

とを受け入れ, そのときの努力水準は

���
�

�

である｡

なお,

��
�
�

��

であり, ���となる｡ ���で�� �となる報

酬体系は, 一般にフランチャイズ契約と呼ばれて

いる｡

2 職能資格制度の問題

いま企業が固定的な報酬体系を採っており,

���

であるとする｡ すると, 労働者が受け取る賃金報

酬は努力水準にかかわらず�であり, 期待賃金

�
�も�に等しくなる｡ このとき, 労働者が努力

水準を増加させたとしても受け取る賃金報酬の増

分はゼロであり, 労働者の努力水準はゼロが最適

な水準となる｡ この結果が, 上で書いたモラルハ

ザード問題にほかならない｡

ところで, 日本企業の多くが従来から採ってい

たのは職能資格制度に基づく報酬管理である｡ 職

能資格制度は, 基本的には個々の労働者の職務遂

行能力に応じて格付けしていく資格制度であり,

必ずしも固定的な報酬体系とはいえない｡ しかし

ながら, 職務遂行能力は, 企業内教育訓練を受け

たり, 経験を積んだりすることによって高まるも

のであるから, それは年齢や勤続年数と結果的に

強く相関することになる｡ 実際, 日本の賃金関数

を計測した数多の研究で, 年齢や勤続年数が賃金

に対して正の影響を与えていることが報告されて

いる｡ もちろん, 個別企業において職能資格の昇

格基準が定められており, 労働者間には少なから

ず昇格格差はある｡ そして報酬格差も観察するこ

とができる｡ しかしながら, その格差は全般に小

さなものであり, 職能資格制度が ｢能力｣ をベー

スにした資格制度とはいえども, 実際には ｢年功｣

で管理された制度であり, 報酬体系は年功によっ

て決定していた5)｡

ここで 2000 年に成果主義的な人事制度を導入

した企業 B 社を取り上げる｡ B 社は, 一部上場

の大手電機メーカー関連の専門商社｡ 従業員が約

1000 名 (平均年齢 38 歳, 平均勤続年数 14 年), 昭

和 20 年代に創立されて, 平成 13 年度の売上げが

1700 億円程度 (連結)｡ 同社は, 建設・環境, FA

(ファクトリーオートメーション) システム, 電子

デバイス, 情報通信デバイス専門の商社 (特に,

エアコンやエレベーター) である｡ 90 年代初頭は,

建設・環境やFAが売上げの 7割を占めたが, 現

在では電子デバイス, 情報通信デバイスが売上げ

の 7～8割まで達している｡

B 社の人事制度は, 2000 年以前は一般的に見

られる職能資格制度 (図 1) である｡ しかし 2000

年の制度改革で, 職能資格制度でいう参与, 副参

与, 参事, 副参事, つまり管理職層をすべて上級

総合職という職群に一本化し, マネージャーとプ

ロフェッショナルという 2つの職掌に分けて管理

運営していくことになる｡ 同社の新人事制度での

役割等級は P 1 から P 5 まである (図 2)｡

人事制度改革前にあたる 1996 年当時の年齢－

報酬プロファイル (横軸に年齢, 縦軸に月額 [賞与

含まず]) が図 3 である｡ 職能資格制度を運用し

ていた時代, B 社の報酬体系は年齢 (あるいは勤

続年数) とともに賃金報酬が高まっていく, 標準

的な年功賃金である｡ 中高齢者層の賃金のばらつ

きも上下で大体 15 万円程度と格差の小さい会社

だった｡

報酬体系が年功で決まり, 同一年齢間の格差が

小さいのであれば, 職能資格制度は年功をベース

とした固定報酬体系を作り出したといっても過言

ではない｡ そうだとすると, そこにはモラルハザー

ド問題が起きていた可能性がある｡ 実際に B 社
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図1　Ｂ社における系統と職群・職掌 

資料出所：B社人事資料 
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図2　Ｂ社における上級総合職の職掌・職務グループ 
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資料出所：B社人事資料 



では, 後にみるように, 職能資格が高い労働者の

査定点 (原数値) が資格の低い労働者の査定点よ

りも高いとは限らず, むしろ経年的に低下してい

たという現象が, 人事制度改革前までは観られて

いる｡ 必ずしも職務遂行能力の高くない労働者を

年功的に処遇してきた結果, 高い報酬を得ている

労働者の中には働きぶりがよくなく, 労働モラー

ルの低下している者が相当存在していた｡

なお, 人事制度改革 (成果主義導入) 後は, 一

般職層は人事制度が改革されていないため 2000

年以前と同じだが, 管理職層の場合には平均値が

横並びになっていると同時に, 上下の幅が大体

30 万円前後まで拡大している (図 4)｡

3 成果主義の問題

では, 成果主義的な報酬体系を採ることで, 企

業は人事問題を解消することができるかというと,

そういうわけではない｡ 成果主義批判でも指摘さ

れている, 以下のような問題が生じる可能性があ

る6)7)｡

非負報酬という制約

上記で導出された最適報酬体系の重要な結果の

一つは, ���ということである｡ つまり, これ

は労働者の Output が小さければ, 労働者は企業

に対してマイナス部分を返還しなければならない

ということに他ならない｡ しかし, 最低賃金を引

き合いに出すまでもなく, 雇用者に対して負の報

酬部分がある制度は現実的ではない｡

いま, 労働者の Outside Option がゼロと仮定

して, �を非負とする制約を置いた上で最適報酬

体系を求めてみよう｡ 結果だけを示すと,

��
�

�
����

であり, このときの労働者の努力水準は,

���
�

��

となる｡ つまり, 現実にはプリンシパル=エージェ

ント理論に基づく First Best な最適報酬は困難

であり, 固定給部分�を非負とする制約を前提

条件とすると, インセンティブ強度はフランチャ

イズ契約の半分となり, 労働者の努力水準も同じ

く半分となる｡

リスク回避的な労働者

上記で導出された最適報酬体系は, 労働者がリ

スク中立的であると仮定して得られた結果であっ

た｡ しかし, 一般的には労働者はリスク回避的で

あると考えられる｡ つまり, 労働者の効用水準は

期待賃金報酬�
�が高いほど高まるが, 一方で報

酬変動������が大きいほど効用水準は低下す

る｡ リスク回避的な労働者を前提として, 労働者
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図3　人事制度改革前（1996年）の年齢 ─ 報酬プロファイル 

月例報酬 
728,000

163,200
21 23 25 27 29 31 33 35 37 41 43 45 47 49 51 5339
22 24 26 28 30 32 34 36 38 42 44 46 48 50 52 5440

資料出所：B社人事データより加工 

（円） 



の効用関数を書き換えると,

������� �
�
����������

�
�

�
(11)

となる｡ なお�はリスク回避度の強さを示すパ

ラメータである｡

このとき, 結果だけを示すと, インセンティブ制

約は

���
�

�

で, リスク中立的な労働者を仮定したときと同じ

だが, 参加制約は,

���
��		


������

��

�
��
� 	 (12)

となる｡ なお, �は����
�に等しい｡ 所与の�

と�の下では, �つまり Output 
の変動が大き

くなるほど, この企業に就業を継続するものは少

なくなるということを(12)式は示している｡

また, 企業の最適報酬体系は,

�� 	�
�
�

��������
�

�		



������

��

���


(13)

��
�

������
(14)

となる｡ つまり, リスク回避的な労働者を前提と

すると, 少なくとも�の値はフランチャイズ契

約よりも小さな値となり, それだけインセンティ

ブ強度は弱くなる｡

柔軟な労働市場

最適報酬体系を導出する前提条件として, 労働

市場が柔軟であり, 離転職が比較的容易であるこ

とが仮定されている｡ もし離転職が困難であり,

Outside Option がゼロであるならば, (10)式よ

り�の値は非正値になる｡ つまり, 労働者は企

業に対して (フランチャイズ加入料のような) 補償

金を事前に支払うか, 成果が出ない場合には不足

分を企業に支払うといった報酬体系となってしま

う｡ そうはならないにしても, Outside Option

が十分でない場合には, 次のような問題が生じる｡

Lazear [2000] は, 米国自動車ガラス修理会社

Safelite のケースにおいて, 出来高に応じた報酬

体系に変更した結果, 労働者のインセンティブが

高まっただけでなく, 生産性の高い労働者のみが

継続就業し, 生産性の低い労働者は離職するとい

うソーティング効果が起きたと報告している｡ 成

果主義的な報酬体系が企業の利益を高めるには,

インセンティブ効果とソーティング効果が同時に

影響すると考えられるが, それには柔軟な労働市

場が存在していて離転職が容易であることが前提

条件となる｡ Lazear が分析したのは米国の労働

市場だからソーティング効果が確認されたが, 日

本でもソーティング効果が報酬体系を変更した企
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図4　人事制度改革後（2001年）の年齢 ─ 報酬プロファイル 

月例報酬 
791,000

172,300
23 25 27 29 31 33 35 37 39 43 45 47 49 51 53 5541 57 59
24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 46 48 50 52 54 5642 58

資料出所：B社人事データより加工 

（円） 



業で生じたかどうかは筆者の知る限り不明である｡

労働政策研究・研修機構調査部が実施した 『企

業のコーポレート・ガバナンスと CSR に関する

調査』 の問 14 は, 今後の終身雇用の方針として,

1 . 原則としてこれからも終身雇用を維持してい

く, 2 . 部分的な修正はやむをえない, 3 . 基本

的な見直しが必要である, 4 . 現在も終身雇用に

はなっていない, の 4つの選択肢から回答を得て

いる8)｡ 表 2 は, 問 14 への回答分布を表にしたも

のである｡ 6 割の企業が, 今後も終身雇用を維持

していくと答えている｡ 部分的な修正はやむをえ

ないが終身雇用を基本的には続けていくとする企

業も入れると, 9 割近くの企業が終身雇用を続け

るつもりだということになる｡ この結果を考える

と, 日本企業が成果主義を導入しても, ソーティ

ング効果は無効であろう｡ すると, その分だけ成

果主義導入の効果は限定的であると予想される｡

むしろ労働者の不満が高まる分だけ, 企業収益に

は悪影響を及ぼすかもしれない｡

客観的評価 vs.主観的評価

成果主義批判の論点の一つに, 労働者の成果を

客観的に捉えることが困難であり, 成果による処

遇を行うことはできないというものがある｡ ある

種のセールスパーソンなどのように, 売上高が簡

単に入手でき, それが第三者によっても検証でき

るような指標が利用できる労働者であれば別だろ

うが, 多くの労働者の場合には成果指標を入手す

ることはたしかに困難である｡ それゆえ, 客観的

な成果指標を捉えることができないという点は成

果主義的報酬体系の弱点である｡

客観的な成果指標をたとえ入手できたとしても,

労働者のインセンティブを高め, 企業の利潤を最

大化する報酬体系を確立するとは限らない｡

Baker, Gibbons and Murphy [1994] が示すの

はそうした好例である｡ たとえば, ある企業の地

区担当マネージャーは, 同地区の利益が前年より

も伸びたときにのみ賞与を支給されるのだが, そ

れゆえマネージャーたちは利益の伸びを確保する

べく顧客への納期を操作し, 少なからず会社にマ

イナスの影響を与えている｡ また, 自動車修理に

よる利益の一部を修理工の歩合給とする制度を導

入した企業の例では, 修理工が顧客を誘導して不

必要な修理を受注するという事態が頻発し, 結果

的に行政により修理工場が閉鎖されることになっ

た｡ つまり, 客観的な成果指標を入手できたとし

ても, 誤ったインセンティブを労働者に与えかね

ないのである｡

日本のある民間職業紹介会社では, 求人企業を

担当する従業員には評価指標の一部として売上げ

を用い, 求職者を担当する従業員には職業紹介件

数を用いている｡ こうした評価指標の使い分けの

背景には, 求人担当者にはより質の高い求人案件

を発掘するためのインセンティブを与えるためで

あり, 求職担当者には求職者のマッチングの質を

高めるインセンティブを与えるという目的がある｡

もし求人企業担当者の評価指標を求人件数として

しまうと, 求人内容を考えずに案件を抱えてしま

い, (潜在的) 求職者を引きつけるような求人が

少なくなってしまい, 会社にとっては利益になら

ない｡ また, もし求職担当者の評価指標を売上げ

にしてしまうと, 担当者は求職者とのマッチング

の善し悪しを考えずに, 年俸の高い求人案件だけ

を紹介するかもしれない｡ マッチングが悪く, そ

の求職者が就職後短期間に紹介した会社を離職し

てしまうと, 職業紹介会社は求人企業にも紹介報

酬を請求することができず, 会社の利益を低下さ

せかねない｡ この民間職業紹介会社は, 職種によ

り評価指標を変えることで誤ったインセンティブ

を労働者に与えないよう工夫をしていた｡

Lazear [1989] は, 機能不全を起こしているイ

ンセンティブ報酬体系では, 労働者に弱いインセ

論 文 成果主義導入の背景とその功罪

日本労働研究雑誌 25

表 2 今後の終身雇用の方針
(単位：上は実数, 下は％)

項 目

調査数 451
(100.0)

原則としてこれからも終身雇用を維持していく 258
(57.2)

部分的な修正はやむをえない 119
(26.4)

基本的な見直しが必要である 28
(6.2)

現在も終身雇用にはなっていない 29
(6.4)

無回答 17
(3.8)

資料出所：労働政策研究・研修機構調査部 『企業のコーポレート・ガ

バナンスとCSRに関する調査』



ンティブを与えた方がむしろ効率的であると議論

している｡ 彼はLazear and Rosen [1981] のトー

ナメントモデルを拡張し, 多額の賞金を出すトー

ナメントは, 勝ち残るために努力水準を高める労

働者がいる一方で, 同時に大いに怠業する労働者

も生み出す, というモデルを示した｡ それゆえ,

怠業が発生する分だけトーナメントの賞金を少額

にするのが効率的であると議論するのである｡

また, 一般に労働者が行っている仕事は複数の

業務から成り立つことが多い｡ 一つの業務は個人

の成果指標と関連があるが, 他の業務は全く関連

がないとしよう｡ この場合, 労働者は個人の成果

指標と関連する業務を優先し, 残りの業務を怠る

ようになるかもしれない｡ Holmstrom and

Milgrom [1991] が指摘したマルチタスクの問題

は, まさにこうした問題である｡ このマルチタス

クの問題も, 成果主義を導入した日本企業で起き

ているということを聞く｡ 筆者の聞き取りによる

と, 管理職層に対して販売台数に連動させた報酬

体系を導入している家電販売会社では, 管理職層

が販売に力を入れるあまり部下の管理がおろそか

になったという｡ とりわけ, 部下の教育訓練がで

きない｡ 現在この企業は, 管理職の評価指標とし

て部下の育成を導入しようとしている｡

日本企業のいわゆる成果主義では, 多くの場合,

客観的な成果指標は必ずしも用いていない (もち

ろん例外もあるだろう)｡ 職務という指標を用いた

り, 役割という指標を用いたり, さまざまな評価

指標を用いているようだが, いずれにせよ人事考

課は主観的評価が強く影響している｡ むしろ主観

的評価をあえて入れる企業が多い｡ 目標管理制度

は成果主義的な報酬体系の評価を支える重要な制

度の一つであるが, それにしても評価者の主観は

強く影響する｡ 評価者訓練を行おうと, どうして

も主観は影響する｡ だから, 成果主義はうまくい

かないという議論は多いが, 最近の人事の経済学

では主観的評価を悪いとは見ていない｡

労働者の仕事や業務の遂行は複数の行動プロセ

スから成り立っていることが多い｡ こうした行動

プロセスをうまく処理していくことが成果に影響

するのであるが, プロセス自体を第三者が直接に

観察することは難しいし, それゆえ客観的に評価

することもできない｡ しかし, 日ごろ机を並べて

いる職場の上司や同僚は労働者の行動プロセスの

善し悪し, さらには会社への貢献度を主観的に把

握していることが多い｡ こうした評判を基にして

企業が評価することで, 企業も労働者も協力して

利益を享受することができる｡

Ⅲ 成果主義導入の背景

90 年代後半以降, 大企業を中心として, 日本

企業は人事戦略を大幅に見直してきた｡ 正社員を

中心とした雇用管理を見直して多様な雇用形態を

積極的に活用したり, 年功的な賃金体系を見直し

ていわゆる成果主義を導入したり, さまざまな人

事制度の改革を行ってきている｡ では, 日本企業

のこうした人事戦略の見直しの背景にはどのよう

なものがあるのだろうか｡

労務管理コストの高騰は影響したか

しばしば指摘されるのは, バブル経済が崩壊し

て, 不況が長期にわたり継続したためというもの

がある｡ また, 経済のグローバル化が進展し, 国

際競争が激しくなったためというのもある｡ さら

には, 人口の高齢化が進むとともに, 企業内の人

員構成も高齢化しているというものもある｡ 他に

もいくつか指摘されている要因はあるが, いずれ

にせよ最大の要因は労務管理コストの高騰であり,

人件費の高まりが企業経営の上で大きな問題となっ

たということである｡

たしかに, 従来多くの企業が採ってきた職能資

格制度による報酬管理制度は, 年功により処遇が

高くなるという構造的な仕組みが内在していた｡

労働者の平均年齢が高まるにつれ, 労務管理コス

トは高まっていた｡ とはいえ, 労務管理コストの

高まりのみが近年の人事戦略見直しの要因と考え

るのは早計ではないだろうか｡

というのも, 労務管理コストが企業経営を圧迫

したことは過去に何度かあったはずだからである｡

図 5は財務省の 『法人企業統計』 (年次別調査) か

ら, 経常利益や従業員一人あたり給与, 福利厚生

費について, それぞれの対前年度伸び率をプロッ

トしたものである｡ 従業員一人あたり給与と従業

員一人あたり福利厚生費は, 90 年代後半になる
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まで一貫してプラス成長であり, 60 年代と 70 年

代は対前年度比で 10％以上も伸びていた｡ 一方,

経常利益の対前年度伸び率は, たしかに 60 年代

と 70年代は平均して 10％程度の伸びであったが,

マイナスの伸び率の年もある｡ とりわけ, 1974

年と 75 年にはそれぞれマイナス 20％とマイナス

50％という経常利益の落ち込みを経験している｡

80 年代以降も経常利益が対前年度でマイナスの

成長になるというのは幾度か経験しており, 近年

になって初めてということではない｡

すると, 近年になって各社が人事戦略の見直し

を強めたのは, これとは別の要因が影響している

からではないだろうか｡ 果たしてその要因とは何

だろうか｡ 本稿が焦点を当てる要因は, 一つが近

年進歩著しい ICT (情報通信技術) を初めとする

ホワイトカラー職場の技術革新であり, もう一つ

がコーポレート・ガバナンス (企業統治) 構造の

変化である｡

技術革新の影響9)

上で取り上げた B 社｡ 90 年代初頭は, 建設・

環境や FA が売上げの 7 割を占めたが, 2000 年

ごろには電子デバイスと情報通信デバイスが売上

げの 7～8 割にまで達していた｡ こうした経営環

境が大きく変化するなかで, B社では営業マンの

販売に関するスキル要素が大きく変わった｡ 建設・

環境やFAシステムの場合は, 長期的取引が有効

であり, 営業マンの顔や勘・コツが商いの本道だっ

た｡ ところが, 電子デバイス, 情報通信デバイス

がメーンの取引対象になると, インターネット取

引の活用がモノを言う世界となる｡ 顔の広さや経

験, 勘, コツは必ずしも必要ではなくなり, その

かわりとして顧客にトータルソリューションを提

供する課題解決型, 提案型の営業が中心となった｡

実際に, 同社でこの環境変化への対応に苦慮して

いたのが 40 代後半から 50 代であり, 今までは顔

や経験だけでも売れていたものが売れなくなると

いう問題に近年になり直面した｡

図 6は勤続年数別に査定点の分布を示している｡

人事制度改革前の 96 年から改革後の 2001 年にか

けて査定点のばらつきが拡大している｡ 資格別に

は, 管理職の資格が低い (図中の 10 番) とか高い

(同 14 番) とかにかかわらず, 1997 年から 99 年

には査定点の平均は必ずしも高くなっておらず,

横並びになりつつあった (図 7)｡ その時点では職
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図5　経常利益，給与，福利厚生費の対前年度伸び率 
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能資格制度が運用されている 2000 年には, より

資格の低い 11 番より 12 番の層の平均査定点が低

くなっていた｡ これは, 職能資格制度を年功的に

運用していった結果, 加齢により資格を上げざる

をえなくなった人の資格を上げてはみたものの,

あまり成績が上がらなかったことを意味している｡

人事制度改革前は, 資格を上げてはいけない人も

上げていたのである｡ 結果として, 能力指標とし

て勤続年数が利用できなくなった｡

一方, 図 8, 図 9 にあるように, 査定点と勤続
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図 6 勤続年数別に見た査定点の分布 (管理職層)
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年数の相関が弱くなっているにもかかわらず, 報

酬は勤続と相関が強いまま残っている｡ つまり,

払い過ぎている人が出てきた｡ 勤続で資格を決め

てきた結果, 人事制度改革前は能力と給与のギャッ

プが拡大していた｡ 特に図 7と図 9を比較すると,

図 9では資格と賃金の相関が非常に高い｡ 資格が

上がれば報酬が上がっているが, しかし査定点と

の間は必ずしもそういう関係はない｡ つまり, 査

定が低くても給料は高いという人たちが多数いた

のである (特に問題だったのは 12 番と 13 番の層)｡

表 3 は, 2000 年時点における旧職能資格制度

における格付けと新役割等級制度における格付け

との対応関係を示したものである｡ 縦軸が旧制度

の職能資格 (11 番から 14 番｡ 大きい数字が資格は

高い) の層が並んでいる｡ 一方, 横軸が新人事制

度の役割等級 (1 番から 5 番｡ 大きい数字が等級は

高い) である｡ 例えば旧職能資格制度 13 番の人

は, 役割等級制度の 3番にくるのが普通だが, 実

際には役割等級の 1番や 2番にも入っている｡ つ

まり, 本来 3 番, 4 番に格付けられるべき人が,

63 人中 40 人しかいなかったということである｡

残りの 23 人は, もっと低い位置づけにあった｡

ところが, 職能資格制度は年功的に運用していた

ためそれが見えなかったのである｡

次に表 4をみると (査定点のランク 0, 1, 2 につ

いては, 0 は旧制度から新制度移行時に下位ランクに

格付けられた人, 同様に 2 は上位に格付けられた人,

1 は標準的なランクに格付けられた人である), 下位

ランクに格付けられた人 (0) は, 標準ランク,

上位ランクに格付けられた人 (1, 2) に比べ, 旧

制度でも低く格付けられていた｡ したがって, 新

制度で下位に格付けられた人は, 旧制度 (1996 年

から 2000 年まで) でも査定点が低かった｡ 同様に

標準ランクの人は, 旧制度でもやはり真ん中に張

りついている｡ 上位ランクに格付けられた人(2)

は, 旧制度下でも好成績者だったのである｡

ところが, これを賃金の平均値を見ると, 下位

ランクの人 (0) は, 96 年に 54 万 5164 円である｡

標準ランク(1)の人は 52 万 9369 円となっている｡

つまり, 平均的な人に比べて, 査定点が低く, ラ

ンクは下位に位置づけられている人の給料は, 旧

制度では高い｡ それが 99 年まで続いたのである｡
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図7　資格別に見た査定点の分布（管理職層） 
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そして, 2000 年以降は, この逆転現象が崩れて,

下位ランクの人 (0) は標準ランク(1)よりも低い

賃金になった｡

つまり, 職能資格制度の運用当時, 勤続年数が

長くて資格が上がった人のなかには, 能力が低い

人もいた｡ この人たちは, 職能資格制度上は賃金

も高かった｡ ところが, この人たちに比べて勤続

が短いがゆえに資格が低く, しかし成果は高い人

もいた｡ 職能資格制度運用上はこの人たちの賃金

は低かった｡
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図 8 勤続年数別に見た報酬の分布 (管理職層)
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では, なぜ B社でこうしたことが起きたのか｡

先述したように B社の経営環境が激変していた｡

商社機能が変化して, 付加価値創出が求められる

ようになった｡ それまでは, 顔, 勘, コツがもの

を言う商社営業は勤続年数とマッチしていたが,

技術革新による激変により, 勤続と能力の相関が

薄れてしまったのである｡ そして能力と賃金の逆

転現象が 96 年以降に観察されるようになり, B

社は 2000 年になって人事制度改革を行ったので

ある｡

コーポレート・ガバナンス構造の変化との関

係10)

経済のグローバル化といった事業環境の変化を

踏まえ, 企業はコーポレート・ガバナンス構造の

改革にも直面している｡ 機関投資家や個人投資家

の発言力の増大や株主構成に変化が生じ, ステー

クホルダー (利害関係者) 重視の傾向も強まって

いる｡ こうしたなか, コーポレート・ガバナンス

の変化は人事戦略にも少なからず影響を及ぼして

いる｡

Aoki (2001), Abe and Hoshi (2006), 星 (2002)

によると企業財務, コーポレート・ガバナンスと

人事戦略の間には補完的関係があると予想される｡

しかし, そうした関係を実証分析した研究は, デー

タの不在などの理由であまり進展していない｡ 以

下では, 労働政策研究・研修機構調査部が実施し

た 『企業のコーポレート・ガバナンスと CSR に

関する調査』 (以下, 『調査』 とよぶ) を利用して,

コーポレート・ガバナンス構造が人事戦略, とり

わけ賃金制度にどのような変更を与えたかを見て

みよう｡

具体的な分析は次のように行った｡ 『調査』 の

問 13 で, 各社の人事・労務管理制度の有無につ

いて回答を得ている (表 5 が基本統計量)｡ ここで
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図9　資格別の報酬の分布 
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表 3 職能資格制度における格付け状況と役割等級
制度における格付け状況

役割等級

1 2 3 4 5 計

職
能
資
格

11 91 61 1 0 0 153

12 50 51 8 5 0 114

13 5 18 24 16 0 63

14 0 0 0 7 5 12

計 146 130 33 28 5 342



は, 制度が完備されている場合は 1, それ以外は

0とする変数を作成し, これを従属変数とする｡

なお問 13は計 16の制度の有無を調査しているが,

ここでは報酬制度とかかわる制度についてのみ分

析を行っている｡ さらに 『調査』 で回答を得た,

企業のトップの属性ダミー (オーナータイプ, 生

え抜きタイプ, 天下りタイプの 3 種の属性｡ なお,

生え抜きタイプをレファレンスとする), 株主属性

別株式所有率 (10 大株主, 金融機関, 証券会社, 個

人, 外国人｡ なお個人株式所有率をレファレンスと

している), 経営危機の有無, 産業ダミー, 企業

規模ダミーのそれぞれを説明変数とする｡

推定結果は表 6 に掲げられている｡ まず ｢(1)

職能資格制度｣ を従属変数にしたとき, 証券会社

株式所有率の推定された係数のみが統計的に有意

な負値となっている｡ 証券会社の株式所有率がマ

イナスの影響を与えている理由は定かではないが,

これ以外のトップや株主属性間の違いは見あたら

ない｡ つまり ｢(1)職能資格制度｣ は, 証券会社

の株式所有率の高い企業を除いて, 一般的である｡

つぎに ｢(2)個人の業績を月例賃金に反映する

制度｣ を従属変数にしたとき, ｢外国人株式所有

率｣ が統計的に有意な正値が推定された｡ つまり,

外国人株主の株式所有率の高い企業ほど, いわゆ

る成果主義を導入しているということをこの結果

は示唆している｡ これ以外のトップや株主属性は,

影響していない｡ ｢(3)部門の業績を月例賃金に反

映する制度｣ については, ｢(過去に) 経営危機あ

り｣ の企業の導入割合が高いことがわかる｡ また

｢(4)企業全体の業績を月例賃金に反映する制度｣

は, 統計的に有意な係数が推定されておらず, トッ

プや株主属性は影響していない｡

このように, 個人の業績を月例賃金に反映する

いわゆる成果主義的報酬体系は, 外国人株式所有

率が高い企業で導入される傾向にある｡ 外国人株

主の多くは投資信託・ファンドであるが, ROA

(総資産利益率) や ROE (株主資本利益率) を重視

する傾向が強く, 企業経営者に対しては短期的利

益追求を求める傾向にある｡ また, 彼らの ｢声｣

は企業経営者も無視できないほど大きい｡ こうし

たステークホルダーの存在が企業の効率的経営を

促し, 結果的に人事戦略も成果主義になったと考
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表 4 役割等級制度でのランク別, 査定点と月例賃金の
平均値

●査定点のランク別平均値

ランク

0 1 2 Total

1996 67.42

(5.032)

85

73.81

(4.460)

146

79.49

(2.705)

35

72.52

(5.958)

266

1997 68.13

(4.618)

85

74.15

(4.574)

157

80.14

(4.447)

35

73.06

(5.940)

277

1998 68.02

(4.617)

86

74.03

(4.655)

179

80.86

(4.628)

35

73.10

(6.031)

300

1999 66.42

(4.616)

86

73.52

(4.664)

200

81.20

(3.810)

35

72.45

(6.292)

321

2000 67.54

(4.778)

87

74.34

(4.451)

220

80.77

(4.373)

35

73.27

(5.939)

342

2001 63.18

(6.227)

87

69.71

(6.515)

237

73.37

(4.875)

35

68.49

(7.051)

359

Total 66.78

(5.279)

516

73.09

(5.318)

1139

79.30

(4.961)

210

72.04

(6.481)

1865

●月例賃金のランク別平均値

1996 545164.71

(51047.095)

85

529369.86

(60092.689)

146

614457.14

(70830.511)

35

545612.78

(64938.261)

266

1997 550188.24

(49710.949)

85

540509.55

(59788.475)

157

638685.71

(69456.618)

35

555884.48

(66187.106)

277

1998 550883.72

(49082.504)

86

542949.72

(63117.269)

179

656000.00

(66691.564)

35

558413.33

(69544.643)

300

1999 522465.12

(45333.976)

86

522075.00

(62270.357)

200

647685.71

(57218.246)

35

535875.39

(69569.098)

321

2000 505436.78

(33825.373)

87

522186.36

(55420.327)

220

661971.43

(54338.528)

35

532230.99

(67316.052)

342

2001 493379.31

(24443.690)

87

522466.57

(53846.966)

237

678600.00

(55952.291)

35

530639.49

(69815.270)

359

Total 527732.56

(48647.795)

516

528934.66

(59320.291)

1139

649566.67

(65172.556)

210

542185.30

(68866.725)

1865

注：括弧内は標準偏差｡ 最下段の数値はサンプル数｡
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表 5 人事・労務管理制度の導入状況

調
査
数

実
施
し
て
い
る

検
討
中

予
定
な
し

無
回
答

(1)職能資格制度 451

100.0

339

75.2

19

4.2

78

17.3

15

3.3

(2)個人の業績を月例賃金に反映する制度 451

100.0

264

58.5

38

8.4

135

29.9

14

3.1

(3)部門の業績を月例賃金に反映する制度 451

100.0

74

16.4

56

12.4

307

68.1

14

3.1

(4)企業全体の業績を月例賃金に反映する制度 451

100.0

79

17.5

56

12.4

300

66.5

16

3.5

(5)裁量労働制 451

100.0

105

23.3

118

26.2

207

45.9

21

4.7

(6)目標管理制度 451

100.0

356

78.9

51

11.3

29

6.4

15

3.3

(7)考課者訓練 451

100.0

291

64.5

96

21.3

50

11.1

14

3.1

(8)評価に対する苦情処理制度 451

100.0

167

37.0

107

23.7

159

35.3

18

4.0

(9)社内公募制度・自己申告制度 451

100.0

282

62.5

75

16.6

78

17.3

16

3.5

表 6 人事・労務管理制度に与えるコーポレート・ガバナンスの影響

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

職能資格

制度

個人の業

績を月例

賃金に反

映する制

度

部門の業

績を月例

賃金に反

映する制

度

企業全体

の業績を

月例賃金

に反映す

る制度

裁量労働

制

目標管理

制度

考課者訓

練

評価に対

する苦情

処理制度

社内公募

制度・自

己申告制

度

オーナータイプ －0.061 0.058 0.054 0.003 －0.064 －0.070 －0.031 －0.150 －0.084

(0.057)* (0.065)*** (0.054)** (0.055) (0.055)* (0.051)* (0.063)** (0.063)*** (0.066)***

天下りタイプ 0.009 －0.012 －0.016 0.108 0.047 0.057 0.130 0.019 0.034

(0.076)* (0.099)*** (0.069)** (0.091) (0.087)* (0.060)* (0.079)** (0.100)*** (0.092)***

10大株主株式所有率 －0.232 0.229 0.276 0.160 0.237 －0.258 －0.232 0.068 －0.237

(0.180)* (0.229)*** (0.170)** (0.187) (0.203)* (0.162)* (0.210)** (0.231)*** (0.219)***

金融機関株式所有率 －0.004 0.242 0.155 －0.151 0.259 0.373 0.605 0.670 0.723

(0.193)* (0.253)*** (0.184)** (0.208) (0.220)* (0.192)* (0.243)** (0.255)*** (0.251)***

証券会社株式所有率 －2.373 0.649 1.032 －0.348 －1.132 －0.926 －1.634 －1.237 －1.975

(1.244)* (1.578)*** (1.165)** (1.526) (1.747)* (1.115)* (1.478)** (1.700)*** (1.484)***

外国人株式所有率 －0.332 0.948 0.222 0.258 0.458 0.067 0.171 0.154 0.451

(0.228)* (0.315)*** (0.226)** (0.237) (0.256)* (0.226)* (0.289)** (0.310)*** (0.298)***

経営危機あり －0.069 0.032 0.111 0.061 0.067 0.051 0.071 0.101 0.058

(0.048)* (0.058)*** (0.046)** (0.048) (0.052)* (0.042)* (0.054)** (0.059)*** (0.055)***

サンプル数 358 356 351 340 343 350 345 347 355

注：括弧内は標準誤差

*は 10％, **は 5％, ***は 1％で, それぞれ係数が統計的に有意であることを示す｡



えられる11)｡

報酬制度以外の人事・労務管理制度についてみ

ると, ｢(5)裁量労働制｣ については, 外国人株主

の株式所有率の高い企業ほど導入していることを

この結果は示している｡ 裁量労働制は ｢みなし労

働時間制｣ の一つであって, 業務の性質上その具

体的遂行方法について大幅に労働者の裁量に委ね

る必要がある場合, 使用者の具体的指揮監督にな

じまず, 通常の方法による労働時間の算定が適切

でない場合, 労使で協定をした上である時間を労

働したものとみなすとする勤務形態・労働時間制

度である｡ これには ｢専門業務型裁量労働制｣ と

｢企画業務型裁量労働制｣ の 2 種類がある｡ そこ

では, 労働者は目標を達成することで評価されて

おり, その意味で ｢労働時間｣ に対する報酬支払

いという概念とは異なり, ｢成果｣ に対する対価・

処遇を意識している労働時間制度である｡ 外国人

株主の株式所有率の高い企業で裁量労働制が導入

される傾向にあるという結果は, 外国人株式所有

率の高い企業で成果主義が採用されているという

結果と補完的関係にあるとも考えられる｡

ところが, ｢(6)目標管理制度｣ や ｢(7)考課者

訓練｣ ｢(8)評価に対する苦情処理制度｣, あるい

は ｢(9)社内公募制度・自己申告制度｣ について

は, 外国人株式所有率は統計的に有意な影響を与

えていない｡ これら制度に影響しているのは金融

機関株式所有率であり, 金融機関の株式所有率が

高いほど導入されている12)｡ これらの制度は成果

主義の運用を補完する関係にあると考えられるが,

成果主義的な報酬体系を有する傾向が強い外国人

株式所有率の高い企業でこれらの制度がないとい

うことは, 人事制度の運用上バランスを欠いてい

るかもしれない｡

目標設定がうまくなされていない, あるいは適

切な評価がなされていない, 評価に対する不満が

ある, 配置・配属先に不満があるなど, 成果主義

的な報酬体系が日本企業にはなじまないとする議

論の多くはこうした問題を並べることが多いが,

報酬体系そのものの問題ではなくて, それを補完

する制度が未整備であることがむしろ問題の可能

性がある｡

Ⅳ むすびにかえて 成果主義的賃金 vs.

職能資格制度はナンセンス

90 年代後半以降にめざましく日本企業に導入

された成果主義的な報酬制度｡ それにはさまざま

な問題が指摘されてきた｡

しかし, 成果主義にしても従来の職能資格制度

にしてもそれぞれに問題を抱えており, どちらが

効率的であるかは, その時代の労働市場や企業経

営の環境に影響される｡ また, 成果主義という

｢制度｣ を導入したからといって必ずしも企業の

業績や生産性は高まらない｡ 労働者が企業の目標

にコミットメントし, モチベーションを高めるこ

とができてはじめて生産性や業績に影響するので

あり, ｢制度｣ の変更だけで労働者がモチベーショ

ンを高めたり, 企業目標にコミットメントしたり

するわけではない｡ 報酬制度とは別になんらかの

仕組みが必要である｡

本稿では, 人事の経済学で取り上げられている

最適報酬体系の理論を説明し, 職能資格制度では

モラルハザード問題が生じるおそれがあることを

指摘し, 同時に成果主義的報酬体系の問題点につ

いても触れた｡ いずれにせよ両者は First Best

な報酬体系ではく, 完全な制度ではない｡

それにしても 90 年代以降になって日本企業が

人事制度改革に取り組み, 成果主義的な制度を導

入した背景には何があったのか｡ 本稿では, しば

しば指摘される労務コストではなく, 技術革新と

コーポレート・ガバナンスの変化による影響に焦

点を当てた｡ 技術革新やコーポレート・ガバナン

スの変化により, 企業の経営環境が変わり, 同時

に従業員の高齢化も進んだことで, 成果主義を取

り入れようとする企業が増えたというのが筆者の

主張である｡ いずれにせよ, そこには能力主義が

破綻したという積極的理由で人事制度改革に踏み

切った企業はたぶん少なかったのではないだろう

か｡

職能等級にせよ, 役割等級にせよ, 日本的な成

果主義では, 客観的な成果指標だけで人事考課を

行う企業はまれである｡ このことについても成果

指標が十分ではないから成果主義は成り行かない
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という批判もあるが, 主観的な指標でも問題はな

いのではないだろうか｡ むしろ成果主義が導入さ

れたという意識を労働者が持つことが彼／彼女ら

のインセンティブにつながっているのではないか｡

＊本稿は, 最近の成果主義を人事の経済学から再評価するため

に書かれたものであり, 必ずしも専門の研究者を対象にした

ものではない｡ それゆえ, あえて教科書レベルの内容にも触

れている｡

1) Milgrom = Roberts [1992] には, リスク回避的な労働者

を仮定した最適報酬モデルについて詳細な議論がなされてい

る｡ 1は同書に触れていない読者を対象に書かれたものであ
り, 読み飛ばしても差し支えない｡

2) 労働者の Output は, 具体的には仕事の成果や出来高, あ

るいは仕事上の役割である｡ ここでいうOutput は, 必ずし

も直接的に金銭換算できる売上げなどを指しているわけでは

ない｡

3) この効用関数の特徴として, 賃金報酬に関する限界効用は,

�����
�
��, 努力に関する限界効用は���������で

ある｡ したがってこの仮定の下では, 限界的に, 労働者は努

力水準を高めるほどコストがかかる一方で, 賃金報酬の大小

にかかわらず同じ効用水準に留まることになる｡

4) (5)式で示されるように, �の最大値は�である｡ �=�の

とき, 企業の利潤はゼロである｡

5) なお, これまで大抵の賃金関数の計測結果は, 勤続年数よ

りも年齢のほうが, 推定された係数の値は大きく, 説明力も

高いことを示してきた｡ これをもって, 小野 [1987] や

Ohashi [1983] は ｢生活保障仮説｣ を展開する｡ 従来の日

本企業が労働者の生活保障を考慮して報酬体系を設計してき

たのであれば, 以下の議論同様に, 報酬体系は労働者のモラ

ルハザード問題を引き起こす可能性をより強くしたはずであ

る｡

6) 上で見たように, 導出された最適報酬体系の前提条件とし

て現実妥当な仮定が置かれているわけではない｡ とはいえ,

仮定を変化させることで得られた First Best な解がどう変

化するかを見ることで, 現実に生じる可能性のある報酬体系

の問題点を予想することができる｡ 人事の経済学がいまだ抽

象的レベルが高く現実の人事制度を説明できていないとの批

判はあるものの, 報酬体系の問題点を浮き彫りにできるとい

う点では意味がある｡

7) 以下で取り上げる問題以外にも, さまざまな問題点が指摘

されている｡ 詳細については Prendergast [1999] を参照さ

れたい｡

8) 上記調査は郵送により 2005 年 10 月に行われた｡ また, 株

主の影響を把握するために上場企業全数 (東京一部・二部,

大阪一部・二部, 名古屋一部・二部) 2531 社を調査対象と

した｡ 有効回収数は 450 社 (有効回収率, 17.8％) である｡

回答企業の属性は, 従業員規模で, 300 人未満が 16.9％,

300 から 999 人が 33.3％, 1000 から 4999 人が 36.2％, 5000

人以上が 11.8％であった｡ また回答企業のうち製造業が

48.2％, 非製造業が 49.9％であった｡

9) この部分の詳細については, 都留・阿部・久保 [2005] の

第 6章を参照されたい｡

10) この部分の詳細については, 『企業のコーポレート・ガバ

ナンスとCSRに関する調査報告書』 を参照されたい｡

11) なお, コーポレート・ガバナンスと人事戦略の補完性を理

論的に議論したものとして, Tirole [2001] や星 [2002],

Abe = Hoshi [2006] がある｡

12) ｢評価に対する苦情処理制度｣ に対しては, 経営トップが

｢オーナータイプ｣ であるとマイナスに影響し, ｢(過去に)

経営危機あり｣ はプラスに影響している｡

参考文献
Abe, Masahiro, and Takeo Hoshi [2006] ‶Corporate Finance

and Human Resource Management," Aoki, M., G. Jackson

and H. Miyajima (eds.), ������	
������	����	�	�

��
�
�
��	���	��	����	��	
��	��������
�, Oxford

University Press (Forthcoming).

Aoki, Masahiko [2001] ���	��� 	 ����	�	
���

��
�
�
��	��	�����. Cambridge, MA; MIT Press (瀧澤

弘和・谷口和弘 (訳) [2001] 『比較制度分析に向けて』 NTT

出版).

Baker, George, Robert Gibbons, and Kevin J. Murphy

[1994] ‶Subjective Performance Measure in Optimal

Incentive Contracts,"  �	�
��������	��!"�������109,

1125-56.

Holmstrom, Bengt, and Paul Milgrom [1991] ‶Multitask

Principal-Agent Analyses: Incentive Contracts, Asset

Ownership, and Job Design," ����	��!#	�$"�������$

	������	
��7, 24-52.

星岳雄 [2002] ｢日本型コーポレート・ガバナンス｣ 『経済研究』

第 53 号, 289-304.

Lazear, Edward [1989] ‶Pay Equality and Industrial

Politics," ����	��!%���
��	�"�����97, 1261-84.

[2000] ‶Performance Pay and Productivity,"

������	"������&����� 90, 1346-61.

, and Sherwin Rosen [1981] ‶Rank-Order

Tournaments as Optimum Labor Contracts," ����	��!

%���
��	�"�����89, 841-64.

Milgrom, Paul, and John Roberts [1992] "�������$

���	��	
���	�'		����
, Prentice Hall (奥野正寛

ほか (訳) [1997] 『組織の経済学』, NTT出版).

Ohashi, Isao [1983] ‶Wage Profiles, Layoffs, and Specific

Training," �
��	
��	�"������&����� 24, 169-81.

小野旭 [1987] ｢熟練仮説か生活費保障仮説か｣ 『経済学研究』

28, 一橋大学研究年報.

Prendergast, Canice [1999] ‶The Provision of Incentives in

Firms," ����	��!"������#�
��	
���37, 7-63

労働政策研究・研修機構 [2006] 『企業のコーポレート・ガバ

ナンスとCSRに関する調査報告書』 (Forthcoming).

Tirole, Jean [2001] ‶Corporate Governance," "�����
���	,

69, 1-35.

都留康・阿部正浩・久保克行[2005] 『日本企業の人事改革

人事データによる成果主義の検証』 東洋経済新報社.

論 文 成果主義導入の背景とその功罪

日本労働研究雑誌 35

あべ・まさひろ 獨協大学経済学部助教授｡ 最近の主な著

作に 『日本経済の環境変化と労働市場』 (東洋経済新報社,

2005 年)｡ 労働経済学専攻｡



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /FutoGoB101-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /FutoMinA101-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /GothicBBB-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Jun101-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Jun34-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Jun501-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /MidashiGo-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /MidashiMin-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /MtGothic-Medium-It
    /Ryumin-Bold-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Heavy-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Light-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Regular-Bibl-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Ultra-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Bold-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Light-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Medium-Biblo-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Regular-Bibl-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Ultra-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinseiKai-Biblos-83pv-RKSJ-H
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


